
平成２７年度 

「おおいたの幸」ブランド化支援事業補助金 

募集要領 
大分市の農林水産物等の地域資源を活用した研究・商品開発、販路拡大を

応援します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【研究開発支援事業】 

◆大分市産のニラを使用したウインナー試作品製作及びマーケティング調査 

◆大分市産の新品種栗「ポロタン」を利用した加工品の試作研究 

◆戸次ごぼうの酢味噌漬けの賞味期限の長期化法の研究 

◆規格外ニラを使用した加工品の試作品開発 

【商品化促進支援事業】 

◆規格外ゴボウ（大分市戸次産）パウダーを使用した商品開発 

 ◆七瀬柿を活用したスウィーツ柿の商品化及び販売力強化 

【商品化促進支援事業・販売力強化支援事業】 

 ◆大分市産のクロメを使用したタブレット 

 

 

 

 

 

 
 

平成２７年８月 

大分市 商工農政部 産業振興課 

■申請締切 平成２７年９月１６日（水）（必着） 

■提出・問合せ先 

 大分市商工農政部 産業振興課 地域産業育成担当班 

 〒870-8504 大分市荷揚町２番３１号（本庁舎９階） 

 TEL：097-537-7025（直通） FAX：097-533-6117 

 e-mail：sangyosinko2@city.oita.oita.jp 

 （申請書類は郵送又は直接ご提出ください） 

 

■研究開発支援事業 

大分市の農林水産物等の地域資源を活用し、新たな商品化に繋げるための調査研
究や試作品開発等を支援します。 

■商品化促進支援事業 
大分市の農林水産物等の地域資源を活用した新たな商品開発を支援します。 

■販売力強化支援事業 
大分市の農林水産物等の地域資源を活用した商品（既存商品のブラッシュアップ

を含む。）の販路を新たに県内外へ拡大する取り組みを支援します。 

大分市産の 

農林水産物等を 

活用した取組を 

支援します！ 

平成２６年度の実施事業 
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「おおいたの幸」ブランド化支援事業補助金 募集要領 

 

 

 意欲のある農林漁業者や中小企業者等が行う新商品や新技術の開発及び販路拡大を支援

することにより、本市農林水産物等の地域資源の活用を促進するとともに、地域経済の発

展に資することを目的としています。 

 

 

（１）中小企業者 

県内に事業所を有する事業者（中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進

に関する法律（平成２０年法律第３８号）第２条第１項に規定する者） 

  

（２）農林漁業者 

県内に住所または事業所を有する農林漁業者（法第２条第２項に規定する者） 

 

（３）特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人） 

 県内に事業所を有する特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第

７号）第２条第２項に規定する者） 

 

 

（１）補助要件 

①本市産の農林水産物等の地域資源を活用した取組であること。 

②成果が本市の産業振興に寄与するものであること。 

③商品化促進支援事業において開発された商品について、ラベル（表面または裏面）

もしくはパッケージ等に、本市内産の地域資源を使用していることが分かるように

表記すること。 

 例）大分市産ニラ使用 

   佐賀関産くろめ使用  etc… 

  

（２）補助内容 

事業区分 事業内容 補助率 補助限度額 

①研究開発 

支援事業 

大分市の農林水産物等の地域資源を活用し、

新たな商品化に繋げるための調査研究や試作

品開発等を支援します。 

10/10 

以内 

10万円 

(20万円※１) 

②商品化促進 

支援事業 

大分市の農林水産物等の地域資源を活用した

新たな商品開発を支援します。 

1/2以内 

(2/3以内※１) 
100万円※２ 

③販売力強化 

支援事業 

大分市の農林水産物等の地域資源を活用した

商品の販路を新たに県内外へ拡大する取組を

支援します。 

1/2以内 

(2/3以内※１) 
100万円※２ 

※１大分市６次産業化戦略品目を主たる原料とする場合 
※１大分市６次産業化戦略品目とは、米、大葉、牛乳、ニラ、ミツバ、乾椎茸、生椎茸、水

耕セリ、イチゴ、アジ、サバ、ブリ、豚肉、ブロイラー、卵及び胡蝶蘭です。 
※２この表に定める複数の事業を併せて申請する場合、事業に対し交付する補助金の限度額

は、100 万円となります。 

１ 事業の目的 

２ 補助対象者 

３ 補助要件・内容 
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（１）補助対象経費及び内容 

事業区分 補助対象経費 内容 

研究開発 

支援事業 

研究開発費 
原材料費、機械装置等リース又はレンタル費、分析等委託費、

外注加工費、マーケティング費等 

謝金 講師等外部専門家に対する謝金 

旅費 講師等外部専門家又は事業実施に必要な役職員の旅費 

事務費 
会議費、会場借用料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、

筆耕翻訳料、消耗品費、雑役務費等、コンサルタント費等 

その他 上記以外で市長が認める経費 

商品化促進 

支援事業 

商品開発費 

原材料費、機械装置等リース又はレンタル費、分析等委託費、

外注加工費、産業財産権等取得費、デザイン費、マーケティン

グ調査費等 

謝金 講師等外部専門家に対する謝金 

旅費 講師等外部専門家又は事業実施に必要な役職員の旅費 

事務費 
会議費、会場借用料、印刷製本費、資材購入費、通信運搬費、

筆耕翻訳料、消耗品費、雑役務費等、コンサルタント費等 

その他 上記以外で市長が認める経費 

販売力強化 

支援事業 

販売力強化費 

マーケティング調査費、広告宣伝費、展示会等出展料、会場設

営費、販売委託費、産業財産権等取得費、デザイン費、サンプ

ル作成費、改良費等 

謝金 講師等外部専門家に対する謝金 

旅費 講師等外部専門家又は事業実施に必要な役職員の旅費 

事務費 
会議費、会場借用料、印刷製本費、通信運搬費、筆耕翻訳料、

消耗品費、雑役務費等、コンサルタント費等 

その他 上記以外で市長が認める経費 

（２）証拠書類 

本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類（領収書等）によって

金額等が確認できるもののみとします。 

 

（３）留意事項 

以下に掲げる経費については、補助金の交付の対象となる経費から除外します。 

   ①機械装置等リース又はレンタルにかかる費用において、車両、パソコン等の汎用

性があると認められる経費 

②既存（本体）事業との区分が不可能な共通的経費 

   ③消耗品で取得する物品等にかかる費用において、３万円を超える経費 

   ④その他補助することが適当でないと認められる経費

４ 補助対象経費 
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交付決定日から平成２８年２月２９日までとします。 

【本補助金は精算払いとなります。精算払いの事業完了日は、事業にかかった経費の支

払いが終わった日となりますので、必ず２月２９日までに支払いを完了してください。

間に合わない場合は、必ず担当者まで連絡をお願いいたします。】 

 

 

有識者等で構成する「おおいたの幸」ブランド化支援事業選定委員会において審査を行

います。 

なお、審査は原則非公開とします。 

（１）審査方法 

  ①１次審査（書類審査） 

提出された書類を選定委員が審査します。 

  ②２次審査（プレゼンテーション） 

委員に対し、事業計画書に基づいて申請者によるプレゼンテーション（パワーポイ

ント等使用可）を行っていただきます。ただし、研究開発支援事業は２次審査（プレ

ゼンテーション）を希望しない場合、省略することができます。 

   審査日時（１０月上旬を予定）は、１次審査通過者に別途ご連絡します。 

 

（２）審査基準 

   以下の項目に従って総合的に審査します。 

【研究開発支援事業】 

①大分市産地域資源の活用度 

   ②新規性・独自性 

   ③事業計画の妥当性 

   ④事業実施者の意欲 

   ⑤事業実施体制の整然性 

  【商品化促進支援事業・販売力強化支援事業】 

①大分市産地域資源の活用度 

②新規性、独自性 

   ③市場性 

   ④事業計画の妥当性 

   ⑤商品化後の販売戦略の妥当性 

   ⑥生産者・地域への波及効果 

   ⑦事業実施者の意欲や実施体制の整然性 

⑧事業経費の妥当性 

５ 補助対象期間 

６ 審査の内容 
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（１）審査結果 

   ２次審査終了後、申請者に審査結果を書面で通知します。 

    

（２）公表 

   採択された事業は、事業主体名、事業名、事業概要等を公表する場合があります。 

  ただし、研究開発、新商品開発など外部に公表することが時期尚早なもの、望ましく

ないものについては、公表範囲を事前に協議し決定します。 

 

（３）採択後のスケジュール 

   ①事業の実施は、補助金交付決定後となります。なお、事前着工は認めません。 

   ※補助金交付決定日以前の領収書は、補助対象経費になりませんので注意してくだ

さい。 

   ②補助金は、精算払いとなります。 

※事業にかかった経費を全額お支払いしていただくことになります。 

  

 

 

 

 

 ①交付申請書（様式第１号） 

 ②事業計画書（別紙１） 

 ③収支予算書（別紙２） 

 ④消費税課税事業者届出書（別紙３） 

 ⑤誓約書 

 ⑥市町村税の滞納がないことを証明する書類 

 ⑦県内に事業所を有することを証明する書類（申請者の所在地が県外の場合） 

大分市ホームページ（URL：http://www.city.oita.oita.jp/  トップページ≫市の組織

≫商工農政部≫産業振興課≫提供情報（産業振興課））より上記の書類一式をダウンロード

してください。 

市

①公募

「
お

お

い

た

の

幸

」

ブ

ラ

ン

ド

化

支

援

事

業

選

定

委

員

会

③

審

査

④採択（交付決定）・不採択通知

②交付申請（⑤以降は採択の場合）

⑤交付決定

⑥実績報告

⑦交付確定

⑧補助金交付請求

⑨補助金交付

申
請
者

・

１

次
審

査

（
書

類

）

・

２

次
審

査

（
プ

レ
ゼ

ン

）

※研究開発支援事業は、
　 １次審査のみ

８ 事業のスキーム 

７ 審査後の流れ 

９ 提出書類 
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（１）申請書類一式を郵送又は直接提出してください。 

（２）提出後、電子データをメールにて大分市産業振興課あてに送信してください。 

 

 
  

大分市商工農政部 産業振興課 地域産業育成担当班 

 ■住 所：〒870-8504 大分市荷揚町２番３１号（本庁舎９階） 

 ■T E L：097-537-7025（直通） 

 ■F A X：097-533-6117 

 ■e-mail：sangyosinko2@city.oita.oita.jp 

 ■担 当：工藤、原 

 

 

平成２７年９月１６日（水）必着 

 

  

（１）必ず補助金交付要綱、実施要領をご覧のうえ、申請してください。 

（２）申請や審査に係る費用は申請者の負担になります。 

（３）提出された書類は返却しません。副本をご準備ください。 

（４）申請する場合は、必ず事前に産業振興課までご連絡ください。 

１１ 提出・問い合せ先 

１２ 申請締切 

１０ 応募の方法 

１３ 注意事項 


